
平成31年度大阪府立労働センター管理運営業務協定書 

 

 

大阪府（以下「甲」という。）と共同事業体エル・プロジェクト（以下「乙」という。）

は、平成31年３月26日付けで締結した大阪府立労働センターの管理運営業務基本協定書

（以下「協定書」という。）第１条第２項の規定に基づき、平成31年度の管理運営業務協

定を締結する。 

 

（協定期間） 

第１条 この協定の期間は、平成31年４月１日から平成32年３月31日までとする。 

 

（納付金の支払） 

第２条 乙が甲に支払う納付金は、年額金37,100,000円とする。 

２ 乙は、甲に対して、前項で規定する納付金を平成32年３月31日までに支払うものとす

る。 

３ 年度中に乙に新たな業務の追加があった場合は、甲乙協議のうえ、別途協定書で定め

るものとする。 

 

（府の貸与物品について） 

第３条 甲は、大阪府立労働センターの管理運営業務の遂行に必要な物品で、別表に定め

るものを、財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例第６条第２項及び大阪府財務規則

第85条の規定により乙に無償貸与するものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第４条 乙は、この協定による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記 

 「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（その他必要と認める事項） 

第５条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自１通

を所持する。 

 

 

 平成31年３月26日 

 

 

 （甲）大阪府       代表者    大阪府知事職務代理者 

                      大阪府副知事 竹内 廣行 

 

 



 （乙）共同事業体 エル・プロジェクト 

      構成員（代表者）住 所    大阪市中央区石町二丁目５番３号 

              名 称    一般財団法人 大阪労働協会 

              代表者の氏名  理事長  明石 亮一 

 

 

      構成員     住 所    大阪市中央区備後町一丁目７番10号 

              名 称    大林ファシリティーズ株式会社大阪支店 

              代表者の氏名  常務取締役大阪支店長 森 良史 

 

 

      構成員     住 所    大阪市中央区淡路町三丁目６番13号 

              名 称    株式会社コングレ 

              代表者の氏名  代表取締役社長 武内 紀子 

 

 

 


